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このパンフレットは、飲料水の汚染を未然に防止し、いつでも安心して使用で

きる水道水を供給するため、常に施設を適正に管理いただけるよう、貯水槽水

道(簡易専用水道、小規模貯水槽水道)の設置者、管理者向けにまとめたものです。

企業局が行います。

企業局が行います
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設置者等が行います。

(貯水槽から給水栓まで)

>K 金沢市企業局

設置者等が行います。
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貯水槽水道とは?

貯水槽水道とは、水道から供給される水を水源として、貯水槽知に溜めてから給水

する水道(貯水槽給水方式)(図1)で、一般的に3階建て以上の住宅や、アパート等

の集合住宅、学校・病院等に多く設置されており、貯水槽の有効容量兜の大きさに

より、「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道船」1こ分類されます(図2)。

これらの施設(設備や水槽内の飲料水)の衛生管理については、水道法や条例等に

よって規定されており、施設の設置者・管理者が責任を持って管理しなけれぱいけ

ません。
高置水槽
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※他圧カタンク式もある。
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10mを超えるもの
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水道法により衛生管

理の義務がある。
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貯水槽水、道の管理・検査について
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有効容量が

10m以下のもの

'

※1 「貯水槽」とは、受水槽や高置水槽などの水を溜める施設の総称です。

※2 「有効容量」とは、ボールタップ弁等による流入停止水位と最低水位の間の水量(図3参照)。
最高水位:越流管の越流水位。

最低水位:流出管又は揚水管の管頂から管径の1.5倍上部の水位。

※3 「小規模貯水槽水道」は法制上の用語ではありませんが、貯水槽水道のうち、簡易専用水道以外のもの
(10m以下)を分かりやすく、こう呼んでいます。

水道法対象外であるが、

条例等に衛生管理に関する

定めがある。

図2

◆簡易専用水道設置者がしなくてはいけないこと

ボールタップ弁

吐水口

1-

1

0 国土交通大臣及ぴ環境大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検
(水道法第34条の2第部凱簡易専用水道))、(水道法施行規則第56条(検査))

@貯水槽の清掃や施設の点検の実施
(水道法第34条の2第1項(簡易専用水道))、(水道法施行規則第55条(管理基準))

@供給している水に異常や汚染があった場合の措置
(水道法第34条の2第1項(簡易専用水道))、(水道法施行規則第55条(管理基準))

簡易専用水道の設置者は、国土交通大臣及ぴ環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、定

期(1年以内ことに1回){こ検査を受けなけれぱなりません。

貯水槽水道の写真

通ヌ、管

(亙亘丞亙)

(貯水槽の有効容量が10mを超えるもの)
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マンホール

越流水位

流入停止位置

最低水位

^^

●主な検査内容は次のとおりです。

①施設の外観検査ン村曹等の点検や、その周辺の状況についての検査

②水質検査絲合水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の検査

③書類検査:設備等の関係図面、水槽の清掃記録、その他の管理記録の検査

圭虚j充^

防虫網

^^^

図3

^
流出管又は
揚水管

◆小規模貯水槽水道の設置者が努めること

企業管理規程(条例等)で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、

及ぴその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなけれぱならない。
(金沢市水道給水条例第37条第2項)

●その管理については、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。
(金沢市水道給水条例第37条第2項)、(金沢市水道給水条例細則第27条(1))

●1年以内ことに1回、定期に、厚生労働大臣の登録を受けた者による

給水栓における水の色、濁り、臭い及ぴ味に関する検査並ぴに残留塩素

の有無に関する水質の検査を受けること。
(金沢市水道給水条例第37条第部動、(金沢市水道給水条例細則第27条(2))

(有効容量が10m以下のもの)

^^

.
゛
「
,
、
]
い
』
弍
」
、
、
,
乢
"

.
肌
一

!
 
1
 
i

'
ー
、
、
、
,

:
・
、
誓
'
,

'
.

1
、
ー
'

一

,

.

゛

,

◆

一

一

.
一

管才

一
二,

.

.
●
■i一一

一

1



^
コ1

コカ

y
.

11:

.'U冒マ
、「一

"、1、,

1

、,止」ートル斗, qL-,,卓罫

の衛生管理について
、",恕、邑;・

一

、

」"

貯水槽水道施設の点検

貯水槽の清掃

1年に1回、定期的に

清掃しましょう。
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●壁面や底部に汚れ・異物・浮遊物・濁りはないか?

●給水管以外の設備・配管の貫通はないか?

●外壁劣化等により光が透過する状態ではないか?

●吐水口空問があるか?

こんな状態になっていませんか?

貯水槽内部の汚れ、ボールタップ弁の不良。

可 ,司
. (チエックリスト⑨から⑫)
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貯水槽内清掃の様子

水槽底部に錆が沈澱している。 ボールタップ弁の不良で吐水口が
水没している。

※水槽内が汚れてくると清掃が必要です。

※吐水口空問がなくなると、貯水槽内の水が水道本管に逆流する

恐れがあるので、修理や取替が必要です。
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管理不十分から以下のような状態になるため、定期的な点検が必要です。

6ページのチエックリストを使って点検しましょう。
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給水管の点イ・
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●当該施設以外の配管(井戸水等)と直接連結(クロスコネク

ション)されていないか?

※クロスコネクションとは、水道管と他の水管(井戸水等)との問

において、水質に不安を与える恐れのある水が、水道管に流入

しうるような連結をいい、水道法により禁止されています。

このような連結を確認した場合は、水質を汚染させる危険性が

あるので、速やかに切ゆ離し工事を行ってください。

記

通丸管

ボールタップ弁

吐水口
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(チエックリスト⑳)
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電極保持器

給水管
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、1111事吐水口空問
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マンホールふた

●内部の点検・清掃・修理等に支障のない形状か?

●亀裂・破損・漏水箇所ないか?

●雨水・汚水等が入り込むような開口部・接合部の隙問はないか?

●貯水槽上部に汚水管等が通つていないか?

こんな状態になつていませんか?
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1100肌以上
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昌

(チエックリスト⑬から⑮)

●水槽上部から有効な高さ(10omm以上)が確保されているか?

●ふたは防水密閉型で異物が入らない構造か?

●施錠等により、容易に開閉できないものであるか?

●亀裂や破損等はないか?

こんな状態になっていませんか?

点検口ふたの鍵なし、ふた本体の劣化。
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排水口空

水槽本体の亀裂、電極保持器。品の劣化。

越流管
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(チエックリスト⑤から⑧)
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ふたが破損。
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流出管又は
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貯水槽本体が変形し、隙閻がある。電極保持器の劣化穴あき。

※貯水槽本体や部品の劣化で、雨水や汚水等が入り込んで、水を

汚染する恐れがあるので、速やかに補修や取替が必要です。
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ふたの鍵がない。

※ふたに施錠をしていないと、風で開いたり、異物を投入され

る恐れがあります。また、劣化等で亀裂が入ると、その部分

から汚水が入り込む恐れがあるので、修理や取替が必要です。
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●越流管・通気管の端部から異物が入らない構造か?

●越流管・通気管の防虫網が有効に機能しているか?

●越流管・水抜管と排水口との空問は十分か?

●越流管・水抜管は排水口と直接連結されていないか?
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ふたが凹んで汚水が溜っている。

こんな状態になつていませんか?

通気管、越流管の破損、、排水口空問の不足。
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(チエックリスト⑯から⑲)
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通気管の破損・防虫網の破れ。排水口空問がない。 越流管の破損。

※上記にある各管の破損や防虫網(通気管、越流管の管端部)の劣化等で、雨水

や害虫が入り込む恐れがあるので、速やかに修理や取替が必要です。

※適切な排水口空間(150mm)を開け、排水の逆流を防止する必要があります。
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2

(1)水の状態を観察

透明なガラスコップに水をくみ、水の色、濁り、臭い、味をチエックし、飲料

水の安全を確認しましょう。

水、質の管理

(2)水質に関する検査

水質に関する検査については、2ページに記載していますが、その他に以下の

項目についても年1回以上、検査することをおすすめします。

Uゴ'
^

UJ """

水質検査の項目

一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及ぴ亜硝酸態窒素、鉄、塩化物イオン、カルシウム・

マグネシウム等(硬度)、有機物(全有機炭素の量)、 PH値、味、臭気、色度、濁度

施設の設置・系統及ぴ周囲の状況を明らかにした図面は永久保管し、定期検査の

記録、水槽の清掃、その他の管理についての記録は3年間保存しましょう。

図面 ' 」」' 1 ^ ^^

水の異常や汚染事故があった場合、貯水槽水道の設置者は直ちに以下の措置をとっ
てください。

水の異常や汚染事故があつた場合

・直ちに保健所及ぴ企業局に連絡し、指導に従ってください。

ワKこ異常を認めた時は、専門の検査機関で水質検査を行ってください。

・その水の利用者に対し、飲用しないように周知するとともに、必要があれ

ぱ給水バルブ等を閉めるなどをして、給水を停止してください。

・近隣や直結直圧の水栓から代替水を確保してください。

・事故原因の除去、給水の再開等については、保健所又は企業局の指導に従って

ください。

フ,日7・道' 1里チエックリスト
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点検項目

、ば'、.」

:1J、,^

、^

11

.宅9 岬、

1

C

・@'

(圃1
圖圃ン.、、
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貯水槽の上部・周囲が、点検・清掃・修理等に支障はないか。

清潔であり、こみ・汚物・油缶等が置かれていないか。

たまり水や湧水はないか。

本体

⑤

ひぴや隙間はないか。

⑥

内部の点検・清掃・修理等に支障のない形状か。

⑦

亀裂・破損・漏水箇所はないか。

⑧

雨水・汚水等が入り込むような開口部・接合部の隙間はないか。

内部

⑨

貯水槽上部に汚水管等が通っていないか。

⑩

壁面や底部に汚れ・異物・浮遊物・濁ゆはないか。

⑪

給水管以外の設備・配管の貫通はないか。

点検実施日

マン

ホール

⑫

外壁劣化等により光が透過する状態ではないか。

⑬

吐水口空問があるか。

5

⑭

水槽上部から有効な高さ(10omm以上)が確保されているか。

越流管

通気管

水抜管

⑮

ふたは防水密閉型で異物が入らない構造か。

受水槽

⑯

施錠等により、容易に開閉できないものであるか。

⑰

越流管・通気管の端部から異物が入らない構造か。

給水管

⑱

越流管・通気管の防虫網が有効に機能しているか。

高置水槽

臭い

⑲

越流管・水抜管と排水口との空問は十分か。

味

⑳

越流管・水抜管は排水口と直接連結されていないか。

色

当該施設以外の配管(井戸水等)と直接連結されていないか。

図面・書類の保管

濁り

異常でないこと。

備考

異常でないこと。

無色であること。

濁りがなく透明であること。

その他、

施して、
地震、凍結、大雨等水質に影響を与える事態があった場合も速やかに施設の点検を実
安全を確認してください。

貯水槽水道施設の適正な管理のために3~4ページを参照しながら
このチエックリストを活用して下さい。

有

6

実施者名
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関係法令抜粋

水道法

(用語の定義)

第三条第七項この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水

道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするも

のをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

(供給規程)

第十四条水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、

供給規程を定めなければならない。

2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

五貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用

に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)

が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置

者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

(簡易専用水道)

第三十四条の二簡易専用水道の設置者は、国士交通省令で定める基準に従い、その水道を管

理しなければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国士交通省令(簡易専用水道に

より供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定

期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなけ

ればならない。

(罰則)

第五十四条次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

八第三十四条の二第二項の規定に違反した者

水道法施行規則

(管理基準)

第五十五条法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲

げるものとする。

水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。

水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を

講ずること。

給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた三

ときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を

直結給水への改造について

詳細については、金沢市指定給水装置工事事業者もしくは金沢市企業局お客さま
サフビス課にこ相談下さい。

金沢市水道給水条例

(貯水槽水道の設置者に対する指導等)

第三十六条管理者(公営企業管理者)は、貯水槽水道(法第十四第2項第五号に規定する貯水槽

水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、

指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うもの

とする。

(貯水槽水道の管理責任等)

第三十七条貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に規定する簡易専用水道をいう。

以下同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、

及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、企業管理規程で定めるところにより、当該貯水

槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

四供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、

かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(検査)

第五十六条法第三十四条の二第二項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。

2 検査の方法その他の必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
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金沢市水道給水条例施行細則

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受オ剣

第二十七条条例第三十七条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びそ

の管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1)水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第五十五条に規定する簡易専用水道の管理基

準に準じて管理すること。

(2)前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第三十四

条の二第二項に規定する配蜘大服族境姫の登録を受けた者による給水栓における水の色、

濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

-フー

貯水槽水道から直結給水に変更するには金沢市企業局との事前協議の上、改造の届出が

必要です。

また、金沢市企業局では3年に1回程度、貯水槽の現地調査を行っておりますが、違法

な改造や無届け工事が発覚した場合は給水を停止することもあります。

三

こうイ


